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令和７年出動状況
火災出動 救急出動 救助出動 警戒出動

77 件 8,420 件 86件 987件

令和６年出動状況
火災出動 救急出動 救助出動 警戒出動

79 件 8,528 件 77件 972件
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春季全国火災予防運動春季全国火災予防運動がが始まります始まります
令和８年３月１日 ～３月７日令和８年３月１日 ～３月７日

～ 急ぐ日も　足止め火を止め　準備よし ～～ 急ぐ日も　足止め火を止め　準備よし ～

救助の輪で命をつなぐ
Connecting lives through the circle of rescue

　近年、複雑多様化している災害対応において、ヘリコプターの機動性が必要不可欠に
なっていることから、鹿児島県防災航空隊との連携活動訓練を実施しました。



令和８年２月 第１１２号急ぐ日も　足止め火を止め　準備よし

大隅肝属地区消防組合　予防課　ＴＥＬ：0994-52-1192お問合せ先

１　林野火災注意報・林野火災警報について
　　�　気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認められる場合には、「林野火災注意報」を発令し、

火災予防条例に定める「火の使用制限」について努力義務を課すことになります。
　　�　また、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合には「林野火災警報」を発令し、火災予

防条例に定める「火の使用制限」について義務を課すこととなります。

２　林野火災注意報・林野火災警報の発令基準について
　　林野火災注意報
　　�　１月から５月までの期間で、前３日間の合計降水量が１㎜以下、かつ前 30 日間の合計降水量

が 30㎜以下の場合。
　　※ ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は発令しない。
　　林野火災警報
　　�　１月から５月までの期間で、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報と乾燥注意報が発

表された場合。
　　※ ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は発令しない。

３　火の使用制限区域について
　　�　森林法第５条の規定により、都道府県知事が作成する

地域森林計画や、同法第７条の２の規定により森林管理
局長が作成する、国有林の地域別の森林計画となってい
る区域及び森林法第 21 条により市町長の火入れの許可
を行う区域とする。

　　※ 区域は、右記二次元コードより確認してください。

４　林野火災注意報・林野火災警報時、「火の使用制限」に従わなかった場合について
　　�　林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すことに

なります。
　　�　一方で林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して、30 万円以下の罰金または

拘留に処することが消防法で定められています。

５　林野火災注意報・林野火災警報状況の周知・広報について
　　�　林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合は、消防組合ホームページ、SNS、市町の防

災行政無線、消防車両での巡回等により、周知、広報を行います。

●�　2025 年２月に、岩手県大船渡市で発生した林野火災では、●�　2025 年２月に、岩手県大船渡市で発生した林野火災では、
林野約 3,370ha、住宅等約 226棟が焼失するという甚大な被林野約 3,370ha、住宅等約 226棟が焼失するという甚大な被
害が発生しました。害が発生しました。
　�　また、春先にかけて全国各地でも、林野火災が多発しました。　�　また、春先にかけて全国各地でも、林野火災が多発しました。
　�　このようなことを踏まえ、林野火災予防を目的に火災予防条　�　このようなことを踏まえ、林野火災予防を目的に火災予防条
例が改正され、令和８年１月１日から、【林野火災注意報・林例が改正され、令和８年１月１日から、【林野火災注意報・林
野火災警報】の運用が開始されました。野火災警報】の運用が開始されました。

林野火災対策についてお知らせ

大隅森林管理署
管内図

大隅地域森林
計画書



第１１２号 令和８年２月

　お使いのスマートフォンやモバイルバッテリーなどに次のよう
な症状があれば火災が発生する恐れがあるので注意が必要です。
□充電ができない。不意に電源が切れる。
□充電中に以前よりも熱くなる、発熱する。
□外装、バッテリーパックが膨張し、変形している。
□�落とす、ぶつけるなどで強い衝撃を与え、一部が
変形している。

　これらの症状があれば、ただちに使用
をやめましょう。

　リチウムイオン電池とは充電が可能な電池の一種で、高電圧で蓄電容量や耐久性にも優れ、
小型化も図れるためスマートフォン、パソコン、電気自動車、小型ゲーム機器、電子たばこ
などのバッテリーとして私たちの日常の様々な場面で活用されています。

　PSE マークとは、電気用品の安全性確保に
ついて定められた「電気用品安全法」の基準
をクリアした電化製品に付けられるマークで
す。PSE マークが表示されている製品を使用
しましょう。

　お住まいの自治体のルールに従って処分するこ
とが、事故を防ぐための重要な一歩となります。
ウェブサイト、広報紙等で最新の情報を確認して
処分してください。
●�一般ごみと混ぜて廃棄すると火災の危険性があ

ります。
●�各自治体が設置する拠点回収ボックスや家電量

販店での回収もおこなっています。

Ｑ：リチウムイオン電池ってなに？  何に使われているの？

◎使用している製品にPSEマークがあるか必ず確認しましょう

◎リチウムイオン電池などの正しい処分方法

住宅用火災警報器　１０年経ったら交換を

気をつけましょう！リチウムイオン電池の火災
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～ 市民救命士のいる事業所 のご紹介 ～

▲

 �マイナンバーカード不所持、もしくは保険証としての利用登録がされて
いないことによるマイナ救急未実施件数は、50% を超えています。▲

 �もしもの時に備えて、マイナンバーカードを保険証として利用登録し、
普段から持ち歩いていただくようよろしくお願いします。

この制度は、応急手当に関する正しい知識と技術に対する積極的な取組を行っている
事業所等に対し、認定証を交付することで、社会貢献として広く認識されると同時に、
事業所等の協力を通じて、救命率の向上を目的としたものです。

認定事業所（毎号、認定順に 30 事業所ずつ、ご紹介させていただきます。） 令和７年 12 月１日現在　認定事業所：171 事業所

感謝状の授与
　三和物産株式会社様から「住民の安全と安
心を守るため、火災予防の啓発活動に役立て
てほしい」とのことで、啓発用のぼり旗 60 枚
を寄贈していただきました。各消防署・分署
に掲出して、住宅用火災警報器の普及および
適切な維持管理について効果的な啓発活動を
実施していきたいと思います。

　全ての住宅に、住宅用火災警報器の設置が義
務付けられてから、14 年経過しました。住宅
用火災警報器があることで、火災に早く気付き、
被害を軽減させることができます。
　しかし、設置してから 10 年を経過すると電
池切れや機器の劣化で、いざという時に作動し
ない可能性があります。
　設置後、10 年を目安に新しいものに交換して、
火災の発生を見逃さないようにしましょう。

■設置する場所（例）
　設置が必要な場所は、
寝室、階段などです。
　階段は、寝室が２階以
上にある場合に必要です。

■点検方法
　ひもを引いたり、ボタ
ンを長押しすると、音声
などで正常に作動するか
知らせてくれます。

マイナ救急マイナ救急  実施中実施中
マイナ保険証を読み取り、搬送中の適切な応急処置や
搬送先の選定などに活用されます。

マイナ保険証の
利用登録はこちら


